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日
本
退
職
教
職
員
協
議
会

�

会
長　

西
澤　

清

激
動
の
世
界
で
す
。
今
ま
で
軍

事
・
経
済
で
も
一
極
支
配
で
世
界

に
君
臨
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
力

が
衰
え
、
世
界
の
覇
権
の
構
造
が

変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

I
M
F
の
予
想
で
は
、
今
年
ま
で

の
先
進
国
平
均
G
D
P
が
世
界
の

59
％
、
新
興
国
・
発
展
途
上
国
が

41
％
を
占
め
て
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
が
今
年
逆
転
す
る
と
い
い
ま
す
。

中
国
の
経
済
成
長
は
既
に
ア
メ
リ

カ
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

の
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
基
軸
政
策

は
、
軍
事
面
で
緊
張
を
も
た
ら
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ト
ラ
ン
プ

の
「
エ
ル
サ
レ
ム
」
首
都
発
言
は
、

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
も
火
を
つ
け

ま
し
た
。「
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス

の
罠
※
」
に
言
及
し
、
戦
争
の
危

機
を
訴
え
る
向
き
も
あ
り
ま
す
。

日
本
政
府
が「
平
和
を
維
持
す
る
」

と
い
う
毅
然
と
し
た
方
針
を
持
た

な
い
今
、
国
民
は
、
漠
然
と
し
た

不
安
の
中
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
戊
辰
戦
争
か
ら
1
5
0

年
目
で
す
。1
0
0
年
目（
1
9
6
8

年
）
に
政
府
は
、
明
治
新
政
府
の

偉
業
を
高
く
評
価
す
る
「
明
治

1
0
0
年
記
念
式
典
」
を
10
月
23

日
に
行
い
、
公
務
員
に
休
み
を
与

え
、
学
校
を
休
業
し
て
子
ど
も
た

ち
に
「
明
治
維
新
」
の
意
義
を
説

明
す
る
よ
う
に
強
要
し
ま
し
た
。

そ
の
後
は
、
元
号
法
制
化
や
「
日

の
丸
・
君
が
代
」
の
強
制
な
ど
反

動
化
が
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
も

ち
ろ
ん
、
私
た
ち
は
、
休
業
を
拒

否
し
平
常
通
り
の
授
業
を
行
い
ま

し
た
。
さ
て
、「
天
皇
の
交
替
」

と
重
な
る
今
年
か
ら
来
年
に
か
け

て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

安
倍
政
権
の
憲
法
改
悪
の
動
き

も
急
に
な
り
来
年
の
参
議
院
選
挙

を
に
ら
ん
で
、「
国
民
投
票
」
も

予
想
さ
れ
ま
す
。
世
界
と
日
本
の

将
来
を
大
き
く
か
え
る
狭
間
の
年

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
は
、
今
ま
で
掲
げ
て
き

た「
平
和
憲
法
を
守
る
」「
脱
原
発
」

「
経
済
格
差
の
解
消
」「
社
会
保

障
の
充
実
」
な
ど
の
運
動
を
力
強

く
進
め
、
会
員
の
つ
な
が
り
を
さ

ら
に
強
め
、
現
退
一
致
で
仲
間
を

増
や
し
、
自
ら
の
力
で
政
治
を
変

え
、
子
ど
も
が
未
来
に
希
望
を
託

せ
る
平
和
な
社
会
を
実
現
し
て
い

こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

※  

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
罠
＝

「
戦
争
の
原
因
は
、富
・
栄
誉
・

恐
怖
。
覇
権
の
交
替
時
に
戦

争
が
起
き
る
」
と
い
う
も
の
。
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正念場の今年、平和を 
守り、未来へつなごう

「
安
倍
9
条
改
憲
Ｎ
Ｏ
！
憲
法
を
生
か
す

全
国
統
一
3
0
0
0
万
署
名
」
に
と
り
く
み
ま
し
ょ
う
！

西澤　清　会長

お
わ
び
と
訂
正

　

第
3
7
4
号
の
埼
玉
退
教
・
関
口
康
夫
さ
ん
の
文
章
が
途
中

で
切
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
を
し
て
３
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
ま
す
。
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第
48
回
総
選
挙
で
は
、
残
念
な
が
ら
与
党
自
公
に
3
分
の
2
以
上
の
議

席
を
許
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
安
倍
首
相
は
意
図
的
に
国
難
を
強
調
し
、

更
に
明
治
1
5
0
年
や
新
天
皇
即
位
な
ど
も
巧
み
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
憲

法
を
抜
本
的
に
改
悪
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
国
民
主
権
の
基
本
原
則
に
よ
っ
て
、
安
倍
政
権
に
改
憲
発

議
を
さ
せ
な
い
た
め
、
圧
倒
的
多
数
で
3
0
0
0
万
署
名
（
一
人
５
筆
）

を
や
り
抜
き
ま
し
ょ
う
！　

集
約
日
は
、3
月
16
日
で
す
。（
指
示
17

－

40
）
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2
0
1
0
年
4
月
に
在
特
会

に
よ
る
徳
島
県
教
組
襲
撃
。
そ

の
後
の
日
教
組
、
地
域
の
労
組
、

様
々
な
支
援
団
体
が
寒
い
時
も

暑
い
時
も
陰
に
陽
に
支
え
ら
れ

て
闘
わ
れ
た
6
年
半
に
及
ぶ
ヘ

イ
ト
ク
ラ
イ
ム
へ
の
裁
判
闘
争

を
報
告
す
る
。
今
、
大
義
な
き

解
散
の
下
で
の
総
選
挙
運
動
の

真
っ
た
だ
中
の
そ
の
構
図
は
新

自
由
主
義
対
リ
ベ
ラ
ル
で
す
が
、

こ
の
裁
判
も
同
じ
で
あ
る
。
四

国
の
小
さ
な
都
市
の
組
合
へ
の

理
不
尽
な
攻
撃
へ
の
裁
判
を
通

し
て
の
反
撃
の
目
的
は
、
第
1

に
、
人
間
の
尊
厳
を
取
り
戻
す

第
2
に
在
特
会
の
朝
鮮
学
校
へ

の
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
世
の
中

に
明
ら
か
に
す
る　

最
後
は
、

ヘ
イ
ト
が
表
現
の
自
由
か
否
か

を
問
う
こ
と
。

事
の
発
端
は
、
厳
し
い
教
育

環
境
に
あ
る
朝
鮮
学
校
を
日
教

組
傘
下
の
組
合
と
し
て
、
見
過

ご
せ
な
い
と
し
て
、
微
々
た
る

財
政
援
助
を
し
た
こ
と
に
対
し
、

10
数
名
の
在
特
会
が
突
然
、
9

坪
の
組
合
書
記
局
に
乱
入
し
、

書
類
を
荒
ら
し
、
拡
声
器
を
通

し
て
罵
詈
雑
言
、
更
に
は
、
サ

イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、「
公

務
員
に
は
肖
像
権
ナ
シ
」
と
の

暴
言
を
吐
き
、
無
断
撮
影
。
翌

日
に
は
、
威
力
業
務
妨
害
ギ
リ

ギ
リ
の
13
分
間
の
犯
罪
行
為
を

ニ
コ
ニ
コ
動
画
に
ア
ッ
プ
し
た
。

そ
こ
に
は
、悪
意
に
満
ち
た「
書

き
込
み
」。
相
次
ぐ
、
嫌
が
ら

せ
の
電
話
が
殺
到
。
現
場
に
直

行
し
た
警
察
官
は
、
襲
撃
犯
を

背
に
し
て
の
対
応
、
そ
し
て
、

市
民
団
体
に
対
し
て
は
「
警
察

は
中
立
の
立
場
」
に
は
驚
く
。

で
も
、
人
間
的
対
応
に
終
始
し

た
自
分
に
は
誇
り
を
持
つ
。
し

か
し
、
動
画
が
拡
散
す
る
こ
と

で
、警
察
、弁
護
士
が
告
訴
を

と
態
度
が
急
変
。
1
週
間
後
告

訴
す
る
。

告
訴
に
対
し
て
1
週
間
後
、

県
庁
前
（
私
の
住
居
近
く
）
で

在
特
会
が
私
を
名
指
し
で
抗
議
。

教
委
へ
の
「
退
職
強
要
」
行
動

な
ど
、
1
時
間
に
及
ぶ
ヘ
イ
ト

行
動
。
恐
怖
に
慄
い
て
い
た
。

し
か
し
、
組
合
業
務
の
た
め
に
、

サ
ン
グ
ラ
ス
、
帽
子
、
マ
ス
ク

を
付
け
出
勤
。

こ
の
ヘ
イ
ト
行
動
は
、
3
回

の
京
都
朝
鮮
学
校
の
延
長
線
で

あ
る
と
認
識
。つ
ま
り
、在
特
会

に
よ
る
朝
鮮
学
校
差
別
事
件
だ
。

事
件
か
ら
5
か
月
後
7
名
逮

捕
（
6
名
起
訴
）。
我
々
は
組

織
的
威
力
業
務
妨
害
、
建
造
物

侵
入
、
名
誉
棄
損
の
3
点
で
告

訴
。
し
か
し
、
検
察
は
「
組
織

的
」
と
名
誉
棄
損
を
省
く
形
で

徳
島
・
京
都
で
の
刑
事
裁
判
と

な
る
。
6
名
が
有
罪
判
決
だ
が
、

許
せ
な
い
の
は
、
主
犯
格
の
2

人
が
逮
捕
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。

２
つ
に
は
、
裁
判
の
中
で
、
在

特
会
は
「
愛
国
無
罪
」
と
ば
か

り
に
、
反
省
ゼ
ロ
。
最
後
は
、

名
誉
棄
損
が
裁
判
の
俎
上
に
載

ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
11
年

７
月
検
察
審
査
会
へ
不
服
申
し

立
て
。
翌
年
6
月
、
審
査
会
は

①
被
害
感
情
も
峻
烈
を
極
め
る

②
反
省
の
態
度
が
な
い
③
再
犯

の
可
能
性
が
高
い
と
の
理
由
か

ら
5
・
4
％
の
狭
き
門
を
突
破

し
、
主
犯
格
2
人
の
「
不
起
訴

不
当
」
の
議
決
。
案
の
定
こ
の

2
人
は
、
そ
の
後
ロ
ー
ト
製
薬

事
件
を
起
こ
し
、
実
刑
判
決
と

な
る
。
検
察
は
0
・
8
％
の「
針

の
駱
駝
」
を
潜
り
抜
け
て
起
訴
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
略
式
起
訴

（
50
万
円
以
下
の
罰
金
）
で
一

件
落
着
を
図
る
も
、
最
終
的
に

は
起
訴
と
な
っ
た
（
除
く
名
誉

棄
損
）。

13
年
12
月
の
裁
判
の
結
果
は
、

各
々
20
万
、
30
万
の
罰
金
刑
。

当
然
、
反
省
皆
無
。
愕
然
と
な

り
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
私
へ
の
非

難
攻
撃
の
嵐
そ
し
て
私
は
Ｐ
Ｔ

Ｓ
Ｄ
症
状
発
生
。
そ
ん
な
中
、

京
都
朝
鮮
学
校
襲
撃
事
件
で
の

民
事
裁
判
の
ア
ボ
ジ
、
オ
モ
ニ

た
ち
と
の
出
会
い
か
ら
、
民
事

裁
判
を
闘
う
勇
気
を
貰
い
提
訴

へ
（
13
年
8
月
）。
し
か
し
、

15
年
3
月
の
徳
島
地
裁
判
決
は

「
人
種
差
別
思
想
」
に
基
づ
く

「
行
動
で
は
な
い
」
と
。
愕
然

と
し
た
が
、「
京
都
判
決
を
京

都
だ
け
で
終
わ
ら
せ
な
い
」
の

声
を
バ
ッ
ク
に
私
は
、「
人
生

を
か
け
て
闘
う
」
と
高
裁
へ
の

控
訴
を
決
意
（
15
年
8
月
か
ら

4
回
口
頭
弁
論
）。

毎
回
、
全
国
の
支
援
者
が
傍

聴
席
を
満
席
し
、
激
励
を
受
け

る
中
、
16
年
4
月
25
日
徳
島
地

裁
判
決
を
覆
す
、
歴
史
的
判
決

が
出
さ
れ
た
。
１
つ
は
、
在
特

会
の
行
動
は
、
人
種
差
別
で
あ

り
、
同
時
に
女
性
差
別
で
あ
り
、

リ
ン
チ
行
為
で
あ
る
と
。
２
つ

に
は
、
政
治
的
行
為
に
名
を
借

り
た
行
為
で
あ
り
、
名
誉
棄
損

に
値
す
る
。
最
後
に
、「
真
実

を
見
抜
き
、差
別
を
許
さ
な
い
」

社
会
を
、
ぶ
れ
ず
に
、
地
に
足

を
付
け
て
共
に
頑
張
り
ま
し
ょ

う
。

第
24
回
五
者
合
同
学
習
会
報
告

講
演
Ⅰ
「
徳
島
県
教
組
襲
撃
事
件
裁
判
を
闘
っ
て
」

	

冨
田
真
由
美

�

日
教
組
組
織
拡
大
オ
ル
グ
ナ
イ
ザ
ー
、
元
徳
島
県
教
組
書
記
長

闘争カンパ
3月末までに
　指示文書17－19により、憲法改
悪阻止・沖縄・原発闘争などの日
退教闘争カンパと北九州災害カン
パに取り組んでいます。まだの単
会は、是非、ご協力をお願いします。
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私
の
勤
め
先
は
武
蔵
野

美
術
大
学
で
す
。
美
術
大

学
の
学
生
も
美
術
の
教
員

に
な
り
た
い
希
望
者
は
い

ま
す
の
で
、
教
職
課
程
憲

法
を
教
え
て
い
ま
す
。

内
閣
が
閣
議
決
定
に
よ

り
、
集
団
的
自
衛
権
を
行

使
で
き
る
と
い
う
解
釈
を

示
し
て
以
来
、
教
育
現
場

で
、
平
和
教
育
を
大
切
に

し
て
い
る
学
校
教
育
が
大

変
や
や
こ
し
い
立
場
に
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。
憲
法

「
改
正
」
が
、
今
年
の
5

月
3
日
に
安
倍
総
理
が
単

独
で
発
言
し
、
9
条
1
項
、

2
項
は
そ
の
ま
ま
で
、
3

項
を
追
加
す
る
と
い
う
案

で
、「
自
衛
隊
の
明
記
」

と
い
う
も
の
で
す
。

2
0
1
5
年
12
月
解
散

総
選
挙
が
行
わ
れ
、
安
保

関
連
法
の
改
正
、
実
質
的

に
憲
法
改
正
が
、
そ
の
後
、

起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

憲
法
9
条
と
い
う
の
は
、

国
家
が
人
間
の
権
利
を
守

る
、
平
和
を
守
る
と
き
に
、

軍
事
的
手
段
は
と
り
ま
せ

ん
と
、
国
が
自
国
民
と
他

国
民
に
も
約
束
す
る
と
い

う
条
文
で
す
。

日
本
の
議
会
制
民
主
主

義
が
形
骸
化
し
、
後
戻
り

が
で
き
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、
大
変
多
く

の
人
が
警
鐘
を
鳴
ら
し
て

い
ま
す
。
今
、
実
質
的
に

は
、
憲
法
改
正
が
先
取
り

さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

見
え
る
安
保
法
制
の
内
容

変
更
に
よ
っ
て
、
多
く
の

教
育
者
や
研
究
者
が
、
自

分
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
職

責
と
自
分
の
教
育
者
と
し

て
の
良
心
、
一
市
民
と
し

て
の
良
心
、
こ
れ
ら
が
緊

張
関
係
に
立
っ
た
り
、
不

安
に
な
り
な
が
ら
、
ど
う

納
め
て
い
っ
た
ら
い
い
か

難
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ

て
い
る
人
が
大
変
増
え
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

審
議
、
議
決
さ
れ
た
安

保
関
連
法
案
の
内
容
が
、

こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き

た
憲
法
教
育
、
平
和
教
育

と
か
け
離
れ
て
い
る
の
で

考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
、

語
ろ
う
と
す
る
教
員
を
お

び
や
か
す
と
い
う
場
面
が

出
て
き
ま
し
た
。
も
う
一

つ
重
要
な
問
題
は
、
軍
事

研
究
へ
の
誘
導
が
大
変
強

を
報
告
す
る
。
退
職
後
の
第
2

の
長
い
人
生
を
、
支
部
と
し
て

文
化
活
動
に
取
り
組
も
う
と

1
9
9
1
年
に
公
民
館
か
ら
ス

タ
ー
ト
。
絵
画
、
写
真
、
陶
芸

な
ど
10
数
部
門
で
展
開
中
。

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
「
ヘ
タ

で
い
い
」。
そ
の
結
果
、
日
常

的
な
同
好
会
が
誕
生
。
人
集
め

講
演
Ⅱ
「
憲
法
改
正
と
、
人
権
・
平
和
・
教
育
」

	

志
田
陽
子　

武
蔵
野
美
術
大
学
教
授

第
３
分
科
会
「
福
祉
・
文
化
・
組
織
」

（
２
）「
文
化
展
『
比
企
野
』
の
活
動
に
つ
い
て
」　

関
口　

康
夫　

埼
玉
退
教

1
7
0
名
強
の
退
教
の
東
松

山
市
を
中
心
と
す
る
比
企
支
部

の
27
回
の
文
化
展
（
6
日
間
）

く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

理
系
の
大
学
の
研
究
者
た

ち
は
、
研
究
費
を
獲
得
す

る
の
は
大
変
で
、
物
理
学
、

そ
う
い
う
方
面
の
人
た
ち

は
何
千
万
単
位
の
研
究
費

を
と
れ
な
い
と
、
な
か
な

か
研
究
が
進
み
ま
せ
ん
。

軍
事
研
究
を
や
り
ま
す
と

い
う
、
理
由
が
あ
れ
ば
、

潤
沢
な
研
究
費
が
入
る
状

況
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
大
学
で
議
論
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
テ
ー
マ
に

な
っ
て
い
ま
す
。

憲
法
25
条「
最
低
限
度
」

の
文
化
的
生
活
と
い
う
条

文
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
く

26
条
「
義
務
教
育
」、
社

会
権
を
定
め
て
い
ま
す
。

国
と
し
て
は
、
よ
り
よ
い

福
祉
国
家
を
実
現
す
る
こ

と
に
、
や
れ
る
な
ら
、
や

り
た
い
わ
け
だ
け
ど
、
理

想
を
権
利
と
し
て
か
か
え

る
と
、
で
き
な
い
か
も
し

れ
な
い
の
で
、
最
低
ラ
イ

ン
は
定
め
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
主
権
者
と
し

て
憲
法
改
正
は
、
国
民
投

票
で
意
思
表
示
が
で
き
る
、

そ
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て

い
ま
す
。
私
達
主
権
者
は

憲
法
改
正
の
際
に
、
国
民

投
票
に
参
加
す
る
権
利
を

持
っ
て
い
る
の
で
す
。

と
し
て
、
大
手
新
聞
、
自
治
体

広
報
版
で
紹
介
。
来
館
者
に
は

山
野
草
を
お
土
産
に
す
る
こ
と

で
、
来
客
数
を
増
や
し
た
。
更

に
、
教
育
長
と
交
渉
す
る
中
、

交
通
至
便
な
場
所
を
確
保
す
る
。

課
題
は
、
会
員
数
の
問
題
、
会

員
の
高
齢
化
、
固
定
化
。

関口康夫さん
（埼玉退）



（4）

◆
編
集
後
記
◆

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
に
、
か
つ
て
「
南
湖
院
」
と
い
う
結
核

療
養
施
設
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
国
木
田
独
歩
や
平
塚
ら
い
て
う

も
関
係
し
て
い
た
と
い
う
断
片
知
識
は
持
っ
て
い
た
。
そ
の
南

湖
院
の
一
部
が
市
に
寄
贈
さ
れ
、
庭
園
と
し
て
解
放
さ
れ
た
と

知
り
、
出
か
け
て
み
て
俄
然
興
味
を
持
っ
た
。「
南
湖
院
」
の

変
遷
が
近
代
日
本
の
歴
史
の
う
ね
り
を
そ
の
ま
ま
感
じ
さ
せ
て

く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

創
設
者
高
田
畊
安
は
１
８
６
１
年
生
ま
れ
。
兄
を
結
核
で

失
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
新
島
襄
と
親
交
を
結
び
、
洗
礼
を

受
け
る
。
帝
国
大
学
医
学
科
を
卒
業
し
た
後
、
勝
海
舟
の
孫
・

疋
田
輝
子
と
結
婚
。
１
９
０
９
年
「
南
湖
院
」
を
茅
ヶ
崎
に
開

設
。
最
初
の
入
院
患
者
は
勝
海
舟
夫
人
で
あ
る
。

先
進
的
な
水
洗
ト
イ
レ
、
汚
水
浄
化
装
置
を
備
え
、
プ
ー
ル

や
日
光
浴
場
、
売
店
、
理
髪
店
と
生
活
に
必
要
な
物
が
す
べ
て

揃
っ
て
い
た
「
南
湖
院
」
は
理
想
的
な
療
養
施
設
で
、
療
養
に

は
気
象
が
大
き
く
関
わ
る
か
ら
と
気
象
測
候
所
さ
え
あ
っ
た
。

「
東
洋
一
」
と
称
さ
れ
、
全
国
の
医
学
関
係
者
が
見
学
に
訪
れ
、

敷
地
は
最
大
時
五
万
坪
に
も
及
ぶ
。

し
か
し
１
９
４
０
年
の
刊
行
物
「
南
湖
院
一
覧
」
が
不
敬
罪

で
頒
布
禁
止
に
な
り
、
畊
安
は
１
９
４
５
年
２
月
、
83
歳
で
死

去
。
す
ぐ
さ
ま
海
軍
に
全
面
的
に
接
収
。
敗
戦
後
は
米
軍
に
接

収
。
１
９
５
７
年
に
返
還
さ
れ
る
も
病
院
と
し
て
の
機
能
が
戻

る
こ
と
は
な
か
っ
た
…
…
。

「
南
湖
院
記
念
庭
園
」
に
出
か
け
た
日
は
小
春
日
和
で
あ
っ

た
。
５
万
坪
あ
っ
た
敷
地
も
北
は
住
宅
地
、
西
は
県
立
高
校
、

東
は
中
学
校
、
海
岸
続
き
で
あ
っ
た
南
は
国
道
１
３
４
号
線
に

よ
っ
て
分
断
さ
れ
昔
の
面
影
は
な
い
。
第
一
病
舎
と
旧
院
長
室
、

そ
し
て
高
田
畊
安
の
碑
が
残
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
グ
ラ
ン
ド
か

ら
塀
越
し
に
聞
こ
え
て
く
る
賑
や
か
な
高
校
生
の
声
を
泉
下
の

畊
安
は
ど
う
聞
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。�

（
Ｒ
）
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今
回
は
44
名
の
参
加
で
し
た
。

大
連
外
国
語
大
学
で
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
は
、
日
本
側
か
ら
草
野
秀

一
さ
ん
（
足
立
区
）、
池
田
正
弘

さ
ん（
西
尾
市
）、川
口
清
さ
ん（
北

九
州
市
）、
横
山
滋
さ
ん
（
川
崎

市
）、
柴
田
廸
春
さ
ん
（
葛
飾
区
）、

本
村
富
美
子
さ
ん
（
中
野
区
）
の

6
名
が
発
言
し
ま
し
た
。
詳
細
は

ア
ン
ケ
ー
ト
集
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
シ
ン
ポ
で
、中
国
側
は「
日

本
の
野
望
が
、
日
清
・
日
露
・
満

州
そ
し
て
日
中
戦
争
を
引
き
起
こ

し
た
が
、
こ
の
流
れ
を
断
ち
切
っ

て
日
中
友
好
の
歴
史
を
目
指
す
べ

き
だ
」「
旅
順
の
虐
殺
は
、
そ
の

後
の
南
京
大
虐
殺
に
つ
な
が
っ

た
」「
中
日
が
協
力
し
な
い
と
ア

ジ
ア
に
将
来
は
な
い
」「
日
本
は
、

ア
ジ
ア
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
、
過
去
の
戦
争
責
任
を
認
め
、

被
害
者
の
訴
え
に
応
え
る
こ
と
が

世
界
で
尊
敬
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
」「
日
本
の

憲
法
は
理
念
が
高
い
の

で
、
そ
れ
を
守
る
こ
と

が
国
際
関
係
を
よ
く
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
」

な
ど
と
発
言
し
ま
し
た
。

見
学
で
は
、
旧
満
鉄

本
社
、
お
び
た
だ
し
い

銃
弾
痕
の
あ
る
東
鶏
冠

山
北
堡
塁
、
多
数
の
死

者
を
出
し
た
2
0
3
高

地
、
乃
木
と
ス
テ
ッ
セ

ル
の
水
師
営
会
見
所
、

絞
首
刑
場
な
ど
の
日
露

刑
務
所
址
そ
し
て
超
高

層
ビ
ル
が
立
ち
並
ぶ
大

連
港
な
ど
、
外
国
語
大

学
で
は
、
同
時
に
2
年

生
の
2
教
室
で
の
日
本

語
授
業
参
観
と
学
生
達
と
の
楽
し

い
交
流
と
印
象
に
残
る
旅
で
し
た
。

参
加
者
か
ら

�

青
梅
市
の
藤
田
た
け
子
さ
ん

出
発
前
に
横
山
滋
さ
ん
の
「
日

本
の
近
代
化
を
検
証
す
る
こ
と
の

意
義
」
を
拝
読
し
ま
し
た
。
同
感

で
す
。「
戦
争
で
き
る
国
づ
く
り
」

が
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。
日
本

人
の
多
く
が
戦
争
を
や
り
た
が
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
教
え

子
を
戦
場
に
送
る
な
」
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
は
、
や
は
り
、
加
害

の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
抜
け
て
い

た
ん
だ
と
、
今
に
な
っ
て
、
私
も

思
い
ま
す
。「
旅
順
虐
殺
が
な
か
っ

た
ら
、
南
京
虐
殺
も
な
か
っ
た
ろ

う
」
と
か
、「
日
本
の
ア
イ
デ
ィ

ン
テ
ィ
の
危
機
で
は
な
い
か
」「
木

戸
孝
允
、
福
沢
諭
吉
…
」
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
通
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
、
学
ば
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
な
ど
あ
り
ま
し
た
。

研
修
旅
行
は
、
内
容
豊
富
で
つ

い
て
行
く
の
が
や
っ
と
で
し
た
が

参
加
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。
大

連
外
国
語
大
学
で
の
授
業
参
観
や
、

わ
ず
か
な
時
間
で
し
た
が
キ
ラ
キ

ラ
し
て
い
る
学
生
た
ち
と
の
交
流

も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
み
な
さ
ま
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大連　旧大和ホテル前にて

第
4
回
東
ア
ジ
ア
海
外
研
修
旅
行
報
告
　
　

�

2
0
1
7
年
9
月
25
日
～
28
日


